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肥
前
有
田
陶
業
の
稜
蓮江

頭

-[宣

治

一
、
緒

言

今
日
五
日
々
の
日
常
生
活
に
於
て
、
陶
梧
は
快
ぐ
べ
か
ら
ざ
る

必
需
品
と
な
っ
て
居
る
が
、
と
の
陶
器
製
造
の
技
術
が
初
め
て

我
闘
に
侍
へ
ら
れ
た
の
は
何
時
頃
で
あ
ら
う
か
。
或
は
奈
良
朝

時
代
で
あ
あ
と
一
Z
ひ
、
或
は
平
安
朝
時
代

κ之
を
求
む
る
も
の

も
あ
る
が
、
大
慣
に
於
て
鎌
倉
時
代
で
あ
る
と
見
て
差
支
へ
左

か
ら
う
。
，
次
い
で
室
町
時
代
に
入
る
に
及
ん
で
、
茶
湯
の
流
行

と
共
に
製
陶
技
術
は
相
蛍
の
進
歩
を
途
ぐ
る
に
至
っ
た
。
併
し

と
の
時
代
に
至
る
ま
で
の
陶
器
の
使
用
は
一
部
階
級
に
限
ら
れ

一
般
庶
民
は
依
然
と
し
て
上
古
以
来
の
土
器
を
使
用
せ
し
も
の

k
如
く
で
あ
る
。
我
固
に
於
て
製
向
が
盛
に
行
は
れ
、
一
般
庶

民
の
聞
に
ま
で
陶
器
の
使
用
が
浸
潤
す
る
に
至
っ
た
の
は
徳
川

時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
而
し
で
徳
川
時
代
の
陶
業
勃
奥

の
端
緒
は
、
之
を
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
征
伐
に
求
む
る
と
と
が
出

肥
前
有
国
陶
業
白
費
達

来
る
。
朝
鮮
征
伐
に
従
軍
し
た
諸
候
、
就
中
西
闘
の
諸
大
名
は

隠
陣
に
際
し
て
彼
地
の
陶
工
を
伴
ひ
来
っ
て
、
そ
れ

λ
¥の
領

固
に
於
て
陶
議
を
設
け
た
。
肥
後
の
高
田
焼
、
製
後
の
上
野
焼
、

隣
醐
障
の
霊
屋
焼
.
肥
前
の
有
問
焼
等
は
か
く
し
て
趨
っ
た
。
之

よ
り
以
後
製
陶
の
技
術
は
潮
吹
進
歩
し
、
金
凶
各
地
に
陶
業
の

勃
興
す
る
も
の
漸
く
多
き
を
加
へ
た
が
、
就
中
肥
前
の
有
田
焼

は
、
そ
の
品
質
の
優
秀
と
技
術
の
巧
織
と
を
以
っ
て
会
園
忙
秀

?
、
亭
和
年
中
尾
張
の
瀬
戸
で
磁
絡
の
製
池
を
見
る
に
一
品
十
五
恋

で
は
、
我
園
唯
一
の
白
磁
器
製
浩
地
と
し
て
共
名
を
海
内
に
撞

に
し
、
大
阪
に
集
る
陶
磁
器
類
中
の
大
部
分
は
有
田
焼
で
あ
っ

た
と
云
は
れ
て
居
る
d

以
下
私
は
と
の
肥
前
有
田
に
於
け
る
陶
磁
業
費
建
の
跡
を
辿

っ
て
見
た
い
と
思
ふ
が
、
そ
れ
は
主
と
し
て
徳
川
末
期
に
至
る

ま
で
に
限
ら
れ
る
。
明
治
時
代
に
入
っ
て
以
後
の
技
術
の
準
歩

経
皆
形
態
並
に
企
業
組
織
の
品
質
化
、
製
品
及
販
路
の
蝿
現
場
等
も

究
明
さ
る
べ
き
興
味
あ
る
問
題
で
は
る
る
が
、
今
と
の
小
論
の

よ
く
す
る
と
と
ろ
で
は
な
い
。
悲
で
は
只
本
邦
固
有
ヱ
業
の

た
る
陶
業
が
、
如
何
左
る
事
情
に
よ
っ
て
起
り
、
如
何
な
る
経

第
三
十
八
巻

一O
六
九

第
五
時
肌

一
四
三

第五、六六戸叫]ヨI。
陶器小怠二買。
大阪市奥、第二、六九六頁
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肥
前
有
国
陶
業
の
俊
達

路
を
経
て
‘
維
新
前
如
何
友
る
尉
に
ま
で
到
達
し
て
ゐ
た
ふ
を
、

肥
前
有
国
の
例
に
よ
っ
て
、
殊
に
そ
の
経
管
形
態
に
注
目
し
つ

L
考
察
せ
ん
と
す
る
に
止
る
。

=
、
有
国
陶
業
務
建
の
掘
据

肥
前
有
田
の
陶
業
は
抗
遮
の
如
く
そ
の
端
を
朝
鮮
征
伐
に
褒

し
ご
ゐ
る
。
閣
ち
と
の
役
に
従
軍
し
た
る
鍋
島
区
茂
が
凱
旋
の

際
に
多
数
の
鮮
人
陶
工
を
伴
ひ
来
っ
て
陶
窯
を
闘
か
し
め
た
る

に
始
る
。
こ
れ
は
一
は
藩
主
自
身
の
需
要
に
耀
ぜ
し
め
ん
が
た

め
で
あ
り
、

一
は
領
内
産
業
を
奨
勘
せ
ん
が
だ
め
で
あ
っ
た
と

去
は
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
之
等
の
陶
工
は
、
初
め
肥
前
の
各
所

忙
散
在
し
、
幾
度
か
陶
土
を
索
め
て
陶
議
の
位
置
を
移
し
た
も

の
i
A

如
く
で
る
る
が
、
一
五
和
年
中
に
至
り
有
田
泉
山
の
白
磁
磁

が
殻
見
さ
れ
る
に
及
び
、
積
々
と
し
て
此
地
に
集
り
来
り
、
遂

に
有
田
を
中
心
と
す
る
一
帯
の
陶
業
地
を
出
現
せ
し
む
る
に
至

っ
た
。
有
国
は
も
と
街
道
筋
を
離
れ
た
山
聞
の
一
寒
村
に
遁
宮

な
か
っ
た
が
、
寛
文
年
中
に
は
既
に
赤
給
町
た
る
金
精
工
の
臓

場
町
す
ら
現
加
、
「
か
ら
う
す
を
と
め
て
聞
か
せ
よ
時
鳥
」
と
、
水

第
三
十
八
血
管

一O
七
O

第
五
披

一
四
四

寧
の
音
絶
ゆ
る
時
泣
き
新
興
工
業
都
市
と
た
っ
た
の
で
あ
る
。

藩
主
の
自
用
品
若
く
は
進
献
用
口
聞
を
一
専
ら
製
法
す
る
所
謂
藩

窯
は
、
初
め
有
悶
郷
内
の
岩
谷
川
内
に
在
っ
た
が
、
寛
文
年
聞
に

同
郷
南
川
原
に
縛
じ
、
吹
い
で
延
賢
一
二
年
に
至
っ
て
伊
高
郷
里

郷
大
川
内
に
移
縛
す
る
こ
と
L
友
っ
た
。
製
陶
技
術
の
外
部
に

漏
洩
す
る
を
恐
れ
て
殊
夏
に
交
通
不
便
の
僻
阪
に
移
し
た
の
で

あ
る
。
之
れ
所
謂
大
川
内
楽
に
し
て
、
そ
の
製
品
は
鍋
島
焼
の
名

稽
を
以
っ
て
呼
ば
れ
る
。
大
川
内
窯
は
藩
窯
た
る
関
係
上
特
殊

の
機
構
を
有
し
て
ゐ
た
が
、
之
に
つ
い
て
は
既
に
他
誌
に
於
て

論
述
し
た
と
と
が
あ
も
の
で
、
之
に
は
燭
れ
歩
、
蕊
に
は
此
大
一

川
内
以
外
の
一
般
民
業
に
つ
い
て
の
み
述
べ
る
こ
と
L
す叩
0

・

穫
祭
以
外
の
陶
窯
は
一
般
人
の
需
要
に
感
じ
て
生
産
す
る
も

の
で
、
前
記
大
川
内
以
外
は
悉
く
と
の
民
窯
で
あ
っ
た
。
民
窯

に
つ
い
て
は
、
首
初
は
藩
も
別
に
製
限
を
設
く
る
こ
と
も
友
く

各
人
の
障
意
に
替
業
す
る
に
委
せ
て
ゐ
た
が
、
後
に
至
つ
て
は

株
仲
間
の
制
度
を
設
け
て
替
業
戸
数
を
制
限
し
、
ま
た
営
業
地

域
の
限
定
を
も
行
っ
た
。
か
く
て
特
定
地
域
に
佳
す
る
特
定
。

者
の
み
が
製
陶
に
従
事
す
る
を
得
る
と
と
も
ゐ
怒
り
、
彼
等
は
藩

陥器滑草史、三丁。 l

同上、六了。
拙稿、佐賀藩窯大川内焼にヴいて(経済克研究、第四九披〉。
陶器沿草臭、問、五了。
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の
保
護
の
下
に
安
じ
て
共
業
に
精
励
し
た
結
果
、
技
術
的
に
も

大
い
に
進
歩
を
一
示
す
に
至
っ
た
。
郎
ち
正
保
の
頃
に
酒
井
田
柿

右
衛
門
出
で

L
彩
絵
錦
紋
を
現
す
の
法
を
案
出
し
、
寛
文
年
聞

に
は
二
代
辻
喜
左
衛
門
が
極
虞
焼
を
護
明
ナ
る
等
、
爾
来
幾
多

の
名
エ
輩
出
し
て
段
臓
を
極
め
た
の
で
あ
る
。
天
明
三
年
彼
地

に
遊
ん
だ
古
河
古
松
軒
は
共
著
一

6

西
遊
雑
記
」
に
於
て
『
此
閣
に

は
所
々
に
陶
師
有
り
て
数
日
間
あ
る
事
及
担
。
有
国
山
に
て
焼
出

す
z
u
h
r山
上
口
聞
と
し
、
日
本
中
は
い
ふ
に
不
及
、
中
華
ま
で
も
波

拍
車
忙
し
て
、
必
似
た

r
し
〈
焼
山
内
ず
事
た
h

川o
h
と
去
っ
七
居

る
。
此
の
如
く
徳
川
時
代
中
期
以
後
に
至
つ
て
は
販
路
も
漸
く

撲
大
し
、
全
国
的
商
品
と
し
て
大
阪
・
江
戸
は
も
と
よ
り
、
朝
鮮

支
郊
に
'
ま
で
車
輸
出
す
る
に
至
っ
た
が
、
之
等
は
総
て
有
田
を

去
る
三
塁
の
地
に
あ
る
伊
高
塁
港
の
問
屋
の
手
を
経
て
廻
詮
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
漸
次
隆
盛
に
赴
い
た
有
向
の
陶
業

は
、
交
政
十
一
年
の
大
火
に
依
っ
て
大
訂
撃
を
蒙
っ
た
け
れ
ど

さも
れ
山や

宕が
て

回
亦

伊宮
高究

し
車
生幕

15末
IZ: 

謂 I

lUL でE
山一二
tt ，';: 背は

量ま
記墜
は L証

豪に
赴富

申 u、
最有

む
者
多
〈
、
佐
賀
藩
に
於
け
る
唯
一
の
商
工
業
地
帯
と
し
て
、

肥
前
宥
回
陶
業
白
田
宮
達

特
異
の
地
位
を
占
め
て
ゐ
た
。
天
保
十
三
年
以
降
に
於
け
る
有

名
左
鍋
島
閑
曳
の
加
地
子
・
借
金
猶
没
令
及
び
土
地
分
給
政
策

に
よ
っ
て
打
撃
を
蒙
っ
た
者
の
此
地
方
に
特
に
多
か
っ
た
と
と

は
此
閣
の
事
情
を
物
語
っ
て
ゐ
る
匂

有
国
陶
業
の
創
立
及
び
共
後
の
経
過
は
大
略
以
上
の
如
く
で

あ
る
が
、
以
下
私
は
夏
に
此
聞
に
於
砂
名
護
厩
欣
態
を
夏
に
生

産
・
販
賓
の
雨
方
面
か
ら
観
察
し
て
見
た
い
左
思
ふ
。

4
、
生
産
枕
態
陶
格
の
生
涯
に
は
、
原
臓
の
探
堀
・
粉
体
・

水
簸
等
の
原
料
製
漬
か
ら
、
葉
地
の
製
作
・
彩
種
、
焼
成
壮
一
?
の

数
段
の
工
程
を
妥
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
初
期
忙
於
て
は
之
等

杢
工
程
の
聞
に
峨
業
的
分
化
は
た
く
、
製
法
業
者
に
よ
り
て

貫
的
に
行
は
れ
た
ゃ
う
で
あ
る
。
有
国
の
陶
組
と
云
は
れ
る
李

三
卒
の
如
き
は
共
子
品
川
及
徒
弟
の
総
数
=
一
四
十
人
も
ゐ
で
、
或

は
鏑
石
盤
採
に
従
事
し
、
或
は
製
陶
を
潟
し
て
ゐ
た
と
云
は
れ

る
。
然
る
に
何
時
の
頃
よ
り
か
之
等
の
主
要
工
程
は
帥
刷
業
的
に

分
化
す
る
に
至
山
川
、
原
石
採
掘
・
水
春
は
そ
れ
ん
¥
一
個
の
職

業
と
し
て
濁
立
レ
、
素
地
の
製
作
以
下
は
製
造
業
者
の
職
揚
に

於
て
行
は
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
夏
に
倫
段
上
給
付
の
法
が
残

第
三
十
八
巻

O 
七

第
五
競

E耳
五

西遊雑記、一七五買(涯世社合経静i:~:書)。
小野武夫、苔佐賀藩白崎田制度、八。九賞、一一七頁。
陶器沿革史。四丁。
陶器集談曾記事、三四頁。
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肥
前
有
国
陶
業
自
目
安
達

明
さ
れ
る
に
及
ん
で
は
、
こ
の
製
浩
業
も
亦
窯
燦
本
業
門
・
本
窯
〉

と
金
績
エ
(
上
檎
付
業
者
〉
と
に
分
れ
、
本
窯
業
者
は
素
地
の
製

作
よ
り
染
付
焼
成
ま
で
の
工
程
を
推
賞
し
、
錦
手
の
も
の
は
必

や
金
績
工
の
手
に
渡
る
乙
と
与
た
り
、
商
業
は
各
株
仲
間
を
組

織
し
、
相
乗
ぬ
る
を
得
ざ
る
乙
と
L

左
っ
た
。
と
の
本
事
情
業
者

と
金
線
工
と
の
分
化
の
行
は
れ
た
の
は
、
寛
文
十
二
年
以
降
の

と
d
で
・
あ
れ
り
そ
れ
1
d
b
金
蹴
エ
H
U

別
K
一
地
臨
を
到
し
「
(
同
州

住
す
る
と
と
-Fな
っ
た
。
之
を
赤
槍
町
と
云
ふ
。

製
陶
業
中
で
最
も
主
要
な
る
も
の
は
云
ふ
ま
で
も
た
く
本
築

業
で
あ
る
が
、
こ
の
木
築
業
は
如
何
友
る
明
模
と
組
織
の
下
で

生
産
を
仔
っ
て
ゐ
た
か
。
「
鍋
島
直
正
公
働
」
に
よ
れ
ば
、
本
窯

業
者
(
窯
焼
)
に
は
大
略
上
・
中
・
下
の
=
一
等
級
が
あ
っ
て
、
上
等

の
分
は
多
数
の
職
人
を
抱
へ
、
中
等
の
分
も
一
一
一
一
一
の
家
工
を
有

し
、
下
等
の
分
は
時
に
感
じ
て
職
人
を
雇
入
る
与
を
常
と
し
た
。

而
し
て
此
等
の
職
人
に
は
細
工
人
と
重
工
と
の
別
が
あ
り
、
そ

の
本
窯
業
者
に
射
す
る
関
係
は
恰
も
主
従
若
く
は
組
親
組
子
の

如
き
関
係
で
あ
っ
た
と
云
ふ
。
併
し
こ
の
製
造
家
針
職
人
の
関

係
が
所
論
典
型
的
手
工
業
の
段
階
に
於
け
る
親
方
・
職
人
・
徒
弟

第
三
十
八
巻

第
五
就

一
四
穴

一O七
ニ

と
一
去
が
如
き
、
関
係
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
之
は
俄
か
に
断
定

し
得
ざ
る
問
題
で
あ
る
が
、
明
治
十
八
年
忙
聞
か
れ
た
繭
線
織

物
陶
漆
器
共
準
舎
の
陶
器
集
談
曾
の
席
上
に
於
て
、
佐
賀
勝
代

表
手
塚
瓦
平
は
有
聞
の
事
情
に
つ
い
て
衣
の
如
く
遮
ぺ
て
ゐ

る
。
『
我
が
布
田
の
職
工
は
傭
者
以
前
よ
り
の
習
慣
に
て
一
ク
年

限
り
放
り
、
凡
で
幼
年
子
弟
小
脇
?
に
入
り
卒
業
の
上
は
男
女
共

北
六
父
氾
た
る
も
の
命
し
て
細
工
児
沼
・
檎
付
見
管
場
に
山
す
な

り
、
然
れ
共
仕
着
せ
た
く
食
事
の
み
に
て
見
習
を
左
し
、
一
二
五

は
共
萌
芽
は
存
し
て
ゐ
た
と
見
て
よ
か
ら
う
。

有
岡
及
伊
蔦

大~*車三、/11".前陶窯の新研究、一七五頁。
鍋鳥直正公停、第二編、三二二頁。
陶器集談合記事、三七頁。
鍋島直正公停、第二婦、三二二頁。

年
を
経
て
一
ム
」
通
り
の
賃
銭
を
得
喝
揚
合
に
至
り
、
初
め
て
一

ナ
年
の
約
定
を
潟
す
た
り
ο』云
K
M
」
。
之
に
依
れ
ぽ
職
人
は
既

に
賃
持
働
者
化
し
て
ゐ
る
と
見
ね
ば
な
ら
友
い
。
と
の
習
慣
が

何
時
頃
よ
り
叢
生
し
た
か
は
、
闘
よ
り
今
明
か
に
す
る
を
得
た

い
が
、
明
治
維
新
を
去
る
と
と
遠
か
ら
ざ
る
営
時
に
於
て
既
に

早
く
此
の
如
き
閥
係
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
少
く
と
も
幕
末
に

次
に
製
浩
業
者
と
商
人
と
の
闘
係
を
見
る
に
、

旦
商
人
の
資
本
が
投
下
さ
れ
て
ゐ
た
と
と
は
明
か
で
あ
る
ア
即

ち
鍋
島
直
正
公
低
に
は
『
之
(
製
造
業
者

1
筆
者
詮
)
に
附
帯
し
て

0
0
0
0
 

Z

Z
宜
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商
人
あ
り
、
窯
焼
が
工
を
超
す
毎
に
資
本
を
投
下
し
、
窯
揚
げ

に
立
曾
ひ
、
共
成
工
の
品
を
費
捌
く
も
の
に
て
、
該
地
に
商
屈
を

聞
い
て
住
し
、
窯
爆
の
家
に
比
す
れ
ば
資
格
劣
れ
ど
も
、
超
工
に

方
り
て
は
必
や
窯
焼
は
共
一
一
一
者
と
相
結
託
せ
ざ
る
べ
か
ら
や

(
中
略
)
、
よ
っ
て
商
人
は
其
利
訴
に
潤
ひ
、
自
ら
共
中
に
資
本
家

の
多
き
を
致
す
。
』
と
る
り
、
備
ほ
伊
高
旦
商
人
と
の
闘
係
に
つ

い
て
は
、
明
治
元
年
に
伊
南
里
商
一
世
が
設
立
さ
れ
た
理
由
と
し

て
、
伊
寓
盟
商
人
が
有
国
鶏
燥
に
謝
し
て
資
金
を
前
貸
し
て
ゐ

た
副
総
よ
・
拠
品
川
m
特
位
協
切
ゐ
燃
胤
が
め
っ
た
の
?
之
k
山
川

止
ぜ
ん
が
た
め
だ
と
さ
れ
て
ゐ
る
に
徴
し
て
も
明
か
で
あ
る
。

綾
上
の
本
築
業
者
と
峨
人
と
の
悶
係
及
び
本
窯
業
者
と
商
人

と
の
関
係
の
ニ
結
よ
り
推
し
て
考
ふ
れ
ば
、
有
国
陶
業
の
組
織

は
、
少
く
と
も
幕
末
期
に
於
て
は
、
最
早
純
然
た
る
手
工
業
の

段
階
に
止
る
も
の
で
は
な
く
、
既
に
問
屋
制
的
家
内
工
業
の
段

階
に
ま
で
進
ん
で
ゐ
た
乙
と
は
明
か
だ
が
、
更
に
窯
焼
業
者
中

の
主
要
た
る
者
の
間
に
は
或
は
マ
エ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
の
形
態

を
も
採
っ
た
も
の
も
存
し
て
ゐ
た
の
で
は
た
い
か
ん
L

考
へ
ら
れ

る
。
前
記
の
「
鍋
島
直
正
公
停
」
た
ど
に
も
、
只
上
級
の
窯
爆
は

肥
前
有
田
陶
業
白
費
逮

多
数
の
職
人
を
抱
へ
て
ゐ
た
と
記
す
の
み
に
て
、

Tm
確
た
使
用

人
数
を
記
し
た
資
料
に
は
接
し
特
な
い
か
ら
、
此
方
面
よ
り
し

て
推
定
を
下
す
と
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
問
屋
制
家
内
工
業

の
本
質
が
、
商
人
に
よ
っ
て
製
法
業
者
が
市
場
か
ら
引
離
さ
れ

て
ゐ
た
賠
に
在
る
と
す
る
た
ら
ば
、
常
時
製
造
業
者
で
る
る
と

共
に
商
人
を
も
粂
ね
て
ゐ
た
者
の
存
十
代
は
、
十
ニ
ユ

7
ア
ク
チ

ユ
ア
の
推
定
に
封
ず
る
一
資
料
を
提
供
す
る
も
の
と
云
ふ
こ
と

が
出
来
よ
う
。
問
中
り
天
保
年
間
長
崎
に
於
け
る
貿
易
株
を
許
さ

れ
で

h
ね
た
有
旧
の
い
品
川
尚
久
宙
開
持
火
兵
衛
は
同
時
陀
製
陶
業
品
刊
で

あ
り
J

文
政
三
年
朝
鮮
向
輪
出
の
濁
占
樋
古
典
へ
ら
れ
て
ゐ
た

北
島
源
吾
は
赤
糟
屋
(
金
績
ヱ
)
で
あ
っ
た
。
の
み
た
ら
や
、
製

議
業
者
の
峨
揚
内
に
於
て
は
、
細
工
人
・
重
工
の
匿
別
が
あ
り
、

共
他
の
工
程
に
於
て
も
可
成
り
の
分
持
が
行
は
れ
し
も
の
L
如

く
、
夏
に
幕
末
に
五
つ
て
は
本
窯
業
者
と
金
績
工
と
を
株
に
よ

っ
て
峻
別
し
、
雨
者
相
乗
む
る
能
は
ぎ
る
従
来
の
組
織
を
打
破

し
て
自
由
経
替
の
許
可
を
得
ん
と
す
る
要
求
、
卸
ち
生
産
の
諸

工
程
を
一
貫
的
に
同
一
職
場
内
に
於
て
統
一
し
得
る
経
替
形
態

に
謝
ナ
る
要
求
が
接
頭
し
て
来
h
乙
と
た
ど
を
考
へ
合
せ
る

第
三
十
八
巻

第
五
務

一
四
七

一O
七
三

。
官』
J五七。、

百叫上蒜
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出
生
時
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肥
前
有
国
陶
業
の
俊
逮

と

7

エ
ユ
ア
ア
ク
チ
ユ
ア
の
存
在
に
針
す
る
推
断
は
梢
々
確

質
性
を
帯
び
得
る
か
と
忠
ふ
。

ロ
、
班
責
燃
態
初
期
に
於
て
は
消
費
者
直
接
の
註
丈
に
よ

る
所
謂
詰
文
生
産
が
主
と
し
て
行
は
れ
た
も
の
と
忠
は
れ
る
が

大
名
或
は
朝
廷
と
云
ふ
が
如
き
特
殊
階
級
の
使
刷
物
に
つ
い
て

は
、
後
期
に
入
つ
亡
も
依
然
と
し
℃
詰
い
え
生
涯
に
よ
っ
て
ゐ

花
。
岡
井
町
怖
十
竹
山
伺
門
パ
棋
に
遺
る
山
同
大
犯
の
注
文
書
に
は
停
滞

の
抱
総
師
の
描
け
る
詳
統
た
岡
案
ま
で
付
し
て
あ
る
と
云

h
。

然
る
に
共
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
次
第
に
商
人
相
手
の
生
産
が

行
は
れ
る
に
至
っ
た
が
、
而
も
街
ほ
今
日
の
意
味
に
於
け
る
市

揚
生
産
と
は
一
エ
ひ
難
く
、
問
屋
の
費
本
に
よ
っ
て
牽
制
さ
れ
た

若
く
は
前
貸
制
度
の
行
は
れ
た
、
所
諮
問
屋
倒
的
家
内
工
業
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
前
段
に
於
て
詳
述
し
た
遇
り
で
る
る
。
而
し

て
こ
の
有
田
製
陶
業
者
の
製
品
を
寅
捌
く
問
屋
は
多
〈
伊
寓
里

に
あ
っ
た
。
伊
高
里
は
有
国
を
去
る
三
塁
の
海
演
に
る
る
小
都

市
で
、
有
岡
の
陶
業
の
袈
遣
に
伴
っ
て
勃
興
し
た
町
で
る
る
。

有
悶
の
陶
器
の
大
部
分
は
一
日
一
此
地
の
問
屋
の
手
に
渡
h

え

そ

れ
よ
り
し
て
海
路
各
地
に
廻
漕
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
有
田
焼

を
一
般
に
伊
高
旦
焼
と
呼
ぶ
の
は
、
共
販
賓
が
伊
高
里
商
人
の

手
を
分
し
て
行
は
れ
た
る
に
由
る
も
の
で
、
伊
寓
塁
に
陶
器
が

第
三
十
八
巻

一O
七
回

第
五
時
前

一
四
A

産
し
た
わ
け
で
は
た
い
。
此
の
如
〈
伊
高
里
商
人
の
手
に
よ
っ

て
貰
捌
か
る
L
有
田
焼
が
、
全
国
的
友
商
品
化
し
た
の
は
何
時

頃
よ
り
で
あ
る
か
。
正
献
に
そ
の
年
代
を
明
か
に
す
る
と
と
は

勿
論
出
来
友
い
が
、
前
に
掲
げ
た
「
西
遊
雑
記
」
の
記
事
に
よ
る

も
、
天
明
三
年
山
市
時
既
に
日
本
中
は
云
ふ
に
及
ぼ
噴
い
支
那
ま

で
も
輪
出
し
て
ゐ
た
事
情
が
殺
は
れ
、
ま
た
大
阪
市
わ
に
よ
れ

ば
、
定
此
年
閣
に
有
川
燥
が
た
欣
の
瀬
戸
物
尚
人
に
資
捌
か
れ

て
ゐ
た
事
資
、
並
に
営
時
大
阪
に
集
る
瀬
戸
物
類
は
主
と
し
℃

肥
前
焼
で
る
っ
た
と
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
れ
ば
営
時
有
田
焼
が

全
国
に
販
路
を
有
し
た
と
と
は
疑
ひ
友
い
と
と
ろ
で
あ
る
。
併

し
陶
器
沿
革
史
に
は
屯
献
に
早
く
寛
文
年
中
江
戸
に
仰
寓
旦
屋

五
郎
兵
衛
な
る
も
の
が

b
り
、
有
国
の
陶
裕
を
版
寅
し
で
ゐ
た

由
見
え
て
ゐ
る
か
ら
、
有
田
陶
器
の
進
出
は
可
成
り
早
期
に
之

を
求
め
得
ペ
〈
、
少
く
と
も
徳
川
中
期
以
後
は
全
国
的
友
商
品

化
し
て
ゐ
た
も
の
と
見
て
差
支
へ
あ
る
ま
い
。

而
し
て
之
等
の
有
国
憶
は
既
述
の
如
く
伊
寓
旦
商
人
を
介
し

て
大
阪
に
滋
り
、
大
阪
商
人
の
手
を
経
て
、
江
戸
共
他
全
圏
各
地

に
賓
捌
か
る
L
の
が
常
態
で
あ
っ
た
が
、
寛
政
年
間
よ
り
じ

τ

佐
賀
藩
の
穀
物
と
し
て
、
大
阪
の
蔵
家
敷
に
於
て
入
札
販
寅
に

付
す
る
の
法
が
開
け
た
。
併
し
文
化
年
中
に
至
る
ま
で
は
未
だ

頁六六-
L
 

コ」
。第

期
、

業
頁

創
六

回
五

器
六
。

磁
、
丁

前
二
大

胆
第
、

戴
奥
軸

カ
市
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岡
阪
器

開
大
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藩
の
専
賓
と
云
ふ
程
の
こ
と
も
な
く
、
商
人
よ
り
商
人
へ
の
直

接
販
寅
も
許
さ
れ
て
ゐ
た
の
で

b
る
が
、
文
化
以
後
は
之
を
禁

巳
一
種
の
専
寅
仕
法
に
よ
る
こ
と
L
な
っ
た
。
之
を
佐
賀
で
は

「
大
阪
仕
込
」
と
棉
し
て
ゐ
た
。
「
六
阪
仕
込
」
の
法
は
、
酬
明
陶
業
者

が
見
本
日
刊
を
添
え
て
共
買
取
方
を
代
宮
町
に
願
出
づ
れ
ば
、
藩

は
通
常
棉
慣
額
の
八
割
を
支
悌
っ
て
其
製
品
を
引
取
り
、
之
宮

大
阪
の
蔵
屋
敷
に
法
っ
て
、
同
所
で
入
札
競
寅
に
付
す
る
の
で

あ
る
。
務
は
製
陶
業
者
に
封
し
て
支
梯
ふ
場
合
は
藩
札
に
て
支

捌
ひ
、
大
限
に
で
商
人
よ
り
受
取
る
場
合
は
金
銀
に
て
受
取
る

の
が
例
?
あ
っ
た
か
ら
、
商
業
利
潤
を
問
題
M

げ
に
於
C
も
‘
漉
の

利
盆
は
英
大
た
る
も
の
が
あ
っ
た
に
違
ひ
た
い
。
併
し
此
法
は

前
述
の
如
く
、
有
国
産
出
の
全
製
品
に
向
っ
て
共
同
且
上
を
強
制
官

し
た
の
で
は
た
〈
、
只
希
望
者
に
限
っ
て
之
を
買
取
っ
た
の
で

あ
る
か
ら
.
完
全
の
意
味
の
事
資
で
は
勿
論
な
い
。
併
し
一
六
保

十
三
年
の
「
諸
色
取
締
方
之
儀
に
付
奉
伺
候
菩
付
〕
に
も
る
る
如

く
、
佐
賀
藩
で
は
大
阪
商
人
に
封
し
、
裁
物
以
外
の
引
請
担
絶

方
を
要
求
し
た
の
で
、
大
阪
商
人
も
「
権
柄
に
恐
、
共
後
は
肥

前
焼
に
限
、
商
人
荷
物
相
廻
候
而
も
引
受
不
申
偽
」
有
様
で
あ

っ
た
と
云
ふ
か
ら
、
堀
江
氏
の
所
謂
領
外
移
出
の
濁
占
で
あ
っ

た
に
相
違
な
い
3

と
の
大
阪
仕
込
の
法
は
天
保
十
三
年
の
幕
府

の
禁
渇
政
策
に
よ
っ
て
公
然
た
る
仕
法
織
績
は
許
さ
れ
ざ
る
こ

施
前
有
田
陶
業
の
食
違

而
も
内
々
に
は
文
久
頃
ま
で
は
行
は
れ
ず
ゐ

と
h

た
っ
た
が
、

た
ゃ
う
で
る
字
。
併
し
‘
恰
も
こ
の
「
大
阪
仕
込
」
法
の
不
振
に
陥

一
っ
た
頃
よ
り
し
て
、
有
国
境
の
販
路
が
海
外
に
展
開
す
る
に
至

一
ら
た
こ
と
は
注
目
に
慣
す
る
。

一
有
田
焼
の
海
外
輸
出
は
夙
に
正
保
及
明
暦
年
中
K
P
W
は
れ
し

一
と
と
が
見
え
、
共
後
も
密
貿
易
等
に
よ
っ
て
幾
分
行
ゆ
れ
て
ゐ

一
た
ゃ
う
で
あ
沖
、
更
に
安
永
頃
よ
り
は
朝
鮮
輸
出
も
初
め
ら
れ

一

泊一
た
の
で
あ
る
が
、
併
し
員
に
そ
の
活
況
を
呈
す
る
に
支
っ
た
の

一
は
幕
末

κ入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
天
保
十
一
一
一
年
の
頃
よ
り

有
国
の
豪
商
久
富
山
家
が
落
主
よ
り
長
断

κ於
材
町
由
貿
易
林
を
討

さ
れ
、
共
販
寅
擢
を
猪
占
し
て
ゐ
た
が
、
安
政
以
来
は
回
代
紋

左
衛
門
が
共
株
を
譲
り
受
け
、
折
か
ら
の
開
港
の
影
響
を
受
け

て
盛
ん
に
有
国
擦
の
輪
出
に
努
力
し
向
。
共
後
貿
易
株
は
十
株

に
増
加
さ
れ
愈
々
有
岡
焼
の
輸
出
は
旺
盛
に
赴
い
た
が
、
夏
に

文
久
・
一
五
治
の
交
に
至
つ
て
は
、
悲
替
の
佐
賀
商
舎
な
る
も
の
が

長
崎
に
設
立
さ
れ
る
と
と
L
た
り
、
迭
に
は
上
海
支
庖
の
設
立

を
さ
へ
見
る
に
至
っ
た
。
佐
賀
商
舎
の
目
的
は
滞
内
各
種
の
物

産
を
海
外
に
輪
出
す
る
に
あ
っ
た
の
で
、
漏
り
有
国
燥
に
限
れ

る
も
の
で
は
友
か
っ
た
。
併
し
貿
易
品
中
最
も
主
要
た
も
の
は

勿
論
有
国
の
陶
磁
器
で
あ
っ
た
。
き
れ
ば
上
海
支
席
の
販
賓
主
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肥
前
有
田
陶
業
の
鼎
院
議

任
は
前
記
国
代
紋
左
衛
門
の
推
薦
に
よ
り
有
国
の
製
陶
家
手
塚

吾
平
が
之
に
営
る
と
と
に
左
っ
た
次
第
で
あ
る
。
上
海
支
底
は

着
点
と
業
績
hz
事
げ
、
有
田
焼
の
宣
侍
販
買
の
上
に
於
て
も
愈

々
見
る
べ
き
も
の
お
ら
ん
と
し
た
が
、
惜
し
い
か
友
、
間
も
な

く
版
籍
奉
還
が
行
は
れ
、
次
い
で
慶
藩
置
燃
と
左
り
、
従
っ
て

閉
鎖
の
己
む
左
き
に
立
至
っ
た
。
併
し
上
海
文
底
の
経
替
は
国

代
紋
左
衛
門
が
引
受
け
、
回
代
商
曾
の
名
を
以
っ
て
相
常
の
成

績
を
串
げ
た
と
倖
へ
ら
れ

τゐ
る
ρ

--一、結

言

以
上
茜
だ
粗
雑
左
が
ら
幕
末
に
至
る
ま
で
の
有
国
陶
業
の
殻

遣
を
跡
づ
け
た
。
之
に
よ
っ
て
も
窺
ぴ
得
る
や
う
に
、
初
期
に

於
て
は
有
国
の
陶
業
は
一
般
に
所
関
手
工
業
の
段
階
に
あ
り
、

調
立
の
製
陶
業
者
が
顧
客
の
註
文
を
侠
っ
て
生
産
を
行
ひ
し
も

の
と
思
は
れ
る
が
、
需
要
範
閣
の
繍
大
す
る
に
つ
れ
て
次
第
に

商
人
の
介
在
を
必
要
と
し
、
ま
た
商
人
の
仲
介
に
よ
っ
て
漸
次

全
図
的
友
商
品
化
す
る
に
至
っ
た
。
か
〈
て
製
陶
業
者
の
商
人

に
封
ず
る
依
存
の
程
度
は
漸
次
高
ま
り
、
途
に
は
そ
の
商
人
よ

り
し
て
資
金
の
前
貸
を
受
け
る
に
至
り
、
所
謂
問
屋
制
的
家
内

工
業
に
ま
で
特
化
す
る
と
と
ミ
た
っ
た
の
マ
あ
る
。
と
の
問
屋

制
的
家
内
工
業
が
幕
末
営
時
に
於
け
る
有
国
陶
業
の
一
般
的
悲

第
三
十
八
巻

一O
七
六

第
五
就

一
五

O

経
替
形
態
で
る
っ
た
と
思
は
れ
る
が
、
夏
に
と
の
中
の
或
も
の

は
、
問
屋
自
身
が
生
産
過
程
に
乗
出
す
こ
と
に
よ
り
、
或
は
製

向
業
者
が
版
寅
過
程
に
進
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
所
謂
て
-
ユ

7

ア
ク
チ
ユ
ア
の
形
揺
を
採
っ
た
も
の
も
存
在
し
た
で
あ
ら
う

と
推
想
さ
れ
る
と
と
は
、
既
鴻
の
泊
り
で
あ
る
。
と
れ
起
は
一

般
工
業
史
の
公
式
通
り
の
溌
展
で
あ
る
が
、
認
に
問
題
と
な
る

の
は
、
薄
の
版
寅
過
程
陀
制
す
る
進
出
寸
あ
る
。

抗
賀
郡
が
布
問
鋭
b
t
蹴
一
物
航
引
一
院
し
穴
の
は
断
配
寛
政

4
聞

に
あ
り
、
文
化
以
後
に
至
つ
て
は
完
全
に
大
阪
市
揚
を
禰
占
し

て
し
ま
っ
た
。
共
結
m
来
有
国
・
伊
南
里
の
商
人
は
巳
む
怠
〈
大

阪
へ
の
議
荷
を
断
念
し
、
江
戸
共
他
へ
の
直
迭
を
開
始
し
た
と

は
云
へ
担
、
既
に
全
国
貨
物
集
散
の
中
心
市
揚
で
あ
る
大
阪
へ
の

輸
品
誌
が
杜
絶
し
た
以
上
、
そ
の
打
撃
の
大
注
る
は
云
ふ
ま
で
も

た
い
。
と
の
事
寅
に
劃
し
て
藩
は
如
何
怠
る
針
策
を
講
じ
た
か
.

ま
た
と
の
事
貨
が
有
岡
陶
業
の
経
営
の
上
に
、
邸
ち
従
来
の
問

屋
制
的
家
内
工
業
の
形
態
の
上
に
如
何
に
響
い
た
か
、
之
は
頗

る
重
大
た
問
題
で
る
り
、
筆
者
が
今
手
元
に
有
す
る
資
料
を
以

っ
て
し
て
は
到
底
そ
の
解
決
は
奥
へ
ら
る
べ
〈
も
友
い
e

只
問

題
の
所
在
を
記
し
て
後
日
の
討
究
に
譲
り
皮
い
。
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